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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

  平成15年11月27日に提出した有価証券報告書（事業年度（第30期）自 平成14年９月１日 至 平成15年８月31日）の記載事項

の一部に訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部  企業情報 

第４ 提出会社の状況 

 １ 株式等の状況 

(2) 新株予約権等の状況 

  

３【訂正箇所】 

訂正箇所は＿＿＿線で示してあります。 

  



第一部 【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(2)【新株予約権等の状況】 

（訂正前） 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式の数は100株であります。 
２ 新株予約権の目的となる株式の数は、平成15年８月31日現在、放棄等により4,000株減少し203,300株となっております。

３ 当社は、平成15年８月31日現在の株主に対し、平成15年10月20日付で１株を1.1株に株式分割をいたしました。 
これにより、上記の新株予約権のうち、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額は、以下のとおり調整されております。 
  

新株予約権の行使時の払込金額 1,070円 
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 
 発行価格 1,070円 
 資本組入額 535円 
以下省略 

  

  
事業年度末現在

(平成15年８月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成15年10月31日) 

新株予約権の数（個） 2,033個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 203,300株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,176円 (注) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年12月１日から

平成18年11月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 
発行価格  1,176円

(注)
資本組入額   588円

同左 

新株予約権の行使の条件 １ 新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時にお

いて、当社の取締役、監

査役もしくは従業員の地

位にあることを要す。た

だし、任期満了による退

任及び定年退職、その他

正当な理由がある場合に

はこの限りではない。 
２ 新株予約権者の相続人

は、権利を行使できない

ものとする。 
３ その他の権利行使条件に

ついては、当社と新株予

約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約

書」に定めるところによ

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡をするに

は取締役会の承認を要す

る。 

同左 



（訂正後） 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式の数は提出日の前月末現在において110株であります。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数は、平成15年８月31日現在、放棄等により4,000株減少し203,300株となっております。

３ 当社は、平成15年８月31日現在の株主に対し、平成15年10月20日付で１株を1.1株に株式分割をいたしました。 

これにより、上記の新株予約権のうち、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約

権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、以下のとおり調整されております。 

新株予約権の目的となる株式の数 223,630株 

新株予約権の行使時の払込金額   1,070円 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 

 発行価格 1,070円 

 資本組入額 535円 

以下省略 

  

  
事業年度末現在

(平成15年８月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成15年10月31日) 

新株予約権の数（個） 2,033個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 203,300株 223,630株 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,176円 (注) 1,070円（注） 

新株予約権の行使期間 
平成16年12月１日から

平成18年11月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 
発行価格  1,176円

(注)
資本組入額   588円

発行価格  1,070円 
（注）

資本組入額   535円 
新株予約権の行使の条件 １ 新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時にお

いて、当社の取締役、監

査役もしくは従業員の地

位にあることを要す。た

だし、任期満了による退

任及び定年退職、その他

正当な理由がある場合に

はこの限りではない。 
２ 新株予約権者の相続人

は、権利を行使できない

ものとする。 
３ その他の権利行使条件に

ついては、当社と新株予

約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約

書」に定めるところによ

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡をするには

取締役会の承認を要する。 
同左 
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